
 漏水に関する水道料金減免要領 

 

(趣旨) 

第１条 この要領は、南部水道企業団水道事業給水条例第 31 条及び南部水道企業団

給水条例施行規程第 31 条第１項第３号の規定に基づき、水道料金算定基礎となる

使用水量の減免方法について、必要な事項を定めるものとする。 

(減免適用範囲) 

第２条 水道使用者等の善良なる管理にもかかわらずメーター下流において発生し

た埋設管の漏水。 

（減免の条件） 

第３条 南部水道企業団指定給水装置工事事業者の指定を受けている指定工事事業

者が行った漏水修繕工事とする。 

(減免の適用除外) 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の

対象としない。 

(１) 不正工事に起因する漏水の場合（埋設部分も含む） 

(２) 当該使用者の住宅が建築１年以内である場合 

(３) 水道使用者等又は第三者の過失による場合 

(４) 水道使用者等が漏水発見後正当な理由なく修繕を行わない場合 

(５) 同一給水装置で１年以内に再度漏水した場合 

(６) 漏水修繕後６ヵ月を経過した申請 

(減免対象期間) 

第５条 減免対象となる期間は、南部水道企業団が埋設管漏水を確認した日の属する

月分（以下「漏水月」という。）の１検針期間(メーター検針日の翌日から次回の

メーター検針日までをいう。)とする。 

（推定使用水量の算定） 

第６条 推定使用水量は、次の各号により算定した水量のうち最も少ないものとす

る。 

(１) 漏水月と同月の前年使用水量 

(２) 漏水月の前月と前々月の使用水量の平均水量 

２ 長期的な漏水であると認められる場合は、前項各号の規定によらず、次の算定

の順で推定使用水量を決定する。 

(１) 漏水修繕完了後２検針期間の使用水量の平均水量 

(２) 前項各号及び前号の算式によることが不適当と認められる場合は、その都

度南部水道企業団企業長（以下「企業長」という。）が算定する水量 

(減免の算定方法) 

第７条 第２条に規定する漏水の減免算定方法は、次のとおりとする。 

２ 漏水の減免水量は、次の算出方法による。 

（漏水月水量－推定使用水量）×１/２ 

３ 前項に規定する減免水量は、500 立方メートルを超えないものとする。 

(端数処理) 

第８条 第７条の規定に基づき算定した推定水量及び減免後の調定水量に１立法メ

ートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 

(減免申請) 



第９条 減免の申請をしようとする者は、下記の様式を企業長に提出しなければな

らない。 

（１） 水道料金等減免申請書兼漏水修繕証明書 (様式第１号) 

（２） 工事写真 (様式第２号) 

２ 前項の申請書の提出期限は、漏水発見後３月以内とする。 

３ 同一給水装置における減免申請は、原則１年１回限りとする。 

(減免の決定) 

第 10 条 企業長は、前条の申請を受け、減免をすることが適当と認めた場合は、水

道料金減免決定通知書により、当該水道使用者に通知するものとする。 

   附 則（令和５年要領第１号） 

(施行期日) 

１ この要領は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。ただし、

令和５年３月 31 日までに水道料金減免処理基準で申請されたものについては、廃

止前の減免処理基準を適用する。 

２ この要領の施行に伴い、水道料金減免処理基準は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第９条関係） 

水 道 料 金 等 減 免 申 請 書 

  年  月  日 

南部水道企業団 企業長 殿 

 

漏水修繕工事が完了しましたので、南部水道企業団給水条例施行規程第 31 条第２

項の規定により、下記のとおり水道料金の減免を申請します。 

 

（水道使用者 記入欄） 

水道番号  

給水装置住所  

水道契約者氏名  

電話番号 
自 宅 （     ）    - 

携 帯 （     ）    - 

漏水発見日        年     月     日 

修理依頼日        年     月     日 

 

漏 水 修 繕 証 明 書 

（指定給水装置工事事業者 記入欄） 

修繕完了日   年   月   日 
《メーター番号》 

修理時メーター指数       ㎥ 

漏水箇所： 

修繕概要： 地下漏水、その他（                    ） 

給水工事主任技術者：第     号 

氏名                  印 

 

指定給水装置工事事業者： 

 

                                 印 

 

 

上記のとおり工事を完了したことを証明します。 

 



様式第２号（第９条関係） 

 

工事写真 
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※注  

１）修理の際に事前連絡できる場合は担当課（料金班）に連絡すること 

  ２）接続器具等は鉛レス、水道用を使用すること 

  ３）管種や器具取替が発生する場合は給水申請（改造）を行うこと 

  ４）HIVP 管を露出配管する場合は塗装すること 


